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Ⅲ．地区拠点の設定について



１. 地区拠点選定の考え方

（第３回委員会資料より）
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１．地区拠点選定の考え方（第３回委員会資料より）

評価対象

・地区拠点候補地について、市町村ヒアリングを実施し、都市計画区域外
を含む127地区を評価対象地区に選定した。

図 地区拠点候補地区

・評価対象地区の選定
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１．地区拠点選定の考え方（第３回委員会資料より）

評価方法
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・前述の地区拠点の考え方に基づき、地区ごとに「公共交通」、「市街地密
度・中心性」、「都市機能」、「周辺拠点との位置関係」、「拠点形成の担保
性」を評価・分析し、市町村のまちづくりを支援できるよう取りまとめる。
・この評価・分析結果に基づき、市町村と協議し、地区拠点を選定する。
・非選定地区についても、市町村がまちづくりに取り組む必要があることか
ら、例えば、既存集落のコミュニティを維持する地区、特定な機能を集積
する地区、また国の「小さな拠点」の取り組みなど、ＭＰにその考え方を示
していく。

図 選定作業フロー

・評価の考え方

市町村ヒアリングの実施 （実施済み）

評価指標に基づく地区別分析・課題抽出
①公共交通、②市街地密度・中心性、③都市機能、④周辺拠点との位置関係、⑤拠点形成の担保性

地区拠点（ＭＰで位置を明示する） 非選定地区（今後の取り組みについてＭＰに明示する）

地区別分析に基づく市町村協議



１．地区拠点選定の考え方（第３回委員会資料より）

評価方法
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・評価指標
項 目 視 点 指 標 出 典

公共交通
公共交通での到達利便性

を有しているか？

・鉄道駅

・バス本数12本/日以上

・コミュニティバス、デマンド

バス・タクシー（路線指定・

定時型）

・バス会社ＨＰ

・市町村ＨＰ

市街地

密度・

中心性

市街地

密度
拠点を支える人口等の集

積や、一定範囲の地域の

中心性を有しているか？

・30人/ha以上メッシュ

・市街化区域又は用途地域

・平成27年国勢調査

・都市計画図

中心性 ・現・旧役場の立地 ・市町村ＨＰ

都市

機能

商業

日常生活に必要な都市機

能を有しているか？

・売場面積1,000㎡以上メッ

シュ

・大規模小売店舗

・コンビニエンスストア

・平成26年商業統計調査

・全国大型小売店総覧

2017

・電子電話帳

医療
・内科、外科をもつ病院、診

療所
・山梨県医療機関一覧

金融

・銀行、信用金庫

・郵便局

・ＪＡ（ＪＡバンク窓口）

・電子電話帳

周辺拠点との位置

関係

周辺の拠点と重複してい

ないか？
・他の拠点との重複

拠点形成の担保性
拠点形成や整備は担保さ

れているか？

・市町村マス等の位置づけ

（生活系拠点のみ）
・市町村ＨＰ



１．地区拠点選定の考え方（第３回委員会資料より）

評価方法

6

・参考指標

項 目 指 標 出 典

道路 幹線道路
・都市計画道路（計画含む）

・国道、主要地方道、一般県道

・都市計画図

・各種地図

人口 高齢者 ・75歳以上人口が2人/ha以上のメッシュ ・平成27年国勢調査

文化 集会施設 ・公民館 ・電子電話帳

行政
行政サービス

窓口
・行政サービス窓口機能を持つ公共施設 ・各市町村ＨＰ

交流 道の駅 ・道の駅 ・各道の駅ＨＰ

防災

浸水 ・浸水想定区域2ｍ以上 ・国土数値情報

土砂災害 ・土砂災害特別警戒区域 ・国土数値情報

ため池 ・農業用ため池 ・山梨県資料

農地 農振農用地 ・農振農用地 ・国土数値情報



２. 市町村等との調整状況
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２．市町村等との調整状況

分析結果

・公共交通、市街地密
度・中心性、都市機
能、周辺拠点との位
置関係、拠点形成の
担保性の５つの視点
から分析を行い、都
市計画区域内では
79地区中36地区が５
項目すべてで基準を
満たした。

【分析結果概要】・分析結果の概要
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２．市町村等との調整状況

調整状況

・第３回委員会以降、市町村とのヒアリングを進めており、地区拠点設定に
あたっての課題を抽出（後述）。
・地域バス路線検討会（6圏域）において、取組みを周知。
・来年度の委員会にて調整結果を報告し、マスタープラン素案へ反映する
予定。

【調整状況】

・これまでの調整と今後の予定

日 程 内 容

H29年10月5日 第３回マスタープラン委員会にて、地区拠点設定の考え方を
協議

H29年10～11月 市町村とのヒアリング（分析結果、市町村の意向）

H29年12月 市町村の意向と分析結果が異なる地区への対応を検討

H30年1月～ 市町村とのヒアリング（候補地の調整等）

H30年５月頃 調整結果についてマスタープラン委員会に報告し、素案へ反
映
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項 目 調整・アドバイスの内容

公共交通の不足への対応 ・地域公共交通網形成計画での検討や地域バス路線検討会における連携
の強化。

拠点の集約に関する検討 ・既存拠点（地域拠点等）への集約や市町村境に隣接する地区拠点の調
整。

新たな候補地の検討 ・市町村の意向に拘わらず、基準を満たす地区について、地区拠点の位置
付けを検討。

市街地密度・中心性の不
足に対する対応

・居住誘導区域（立地適正化計画）の設定を検討。
・観光客の賑わいや周辺地域の生活を支える場等も考慮し検討。

拠点形成の担保性の検討 ・市町村マスタープランや立地適正化計画等での位置づけを検討。

市街化調整区域に隣接す
る場合

・拠点エリアには市街化調整区域を含めないように検討。

都市機能の集積の不足 ・不足する機能を補うような取組みを進めること、また、周辺の都市機能の
分布状況を考慮し、拠点エリアを決めること。

地区拠点の見直しを検討 ・都市機能の不足などでその対応が難しい場合には、拠点の見直しを
検討。

２．市町村等との調整状況

調整状況

・市町村の意向と分析結果が異なる地区について、以下のような調整を実
施しているところである。

【具体的な調整内容】

・ 市町村等との調整内容
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現行MPでは、都市計画区域外における土地利用コントロールの方針とし
て「都市計画制度適用検討区域」を定めており、今回もその検討を行い、
地区拠点の調整に反映する。

２．市町村等との調整状況

地区拠点設定に向けた課題

・県が一定の条件のもとに分析した結果のため、今後、地区拠点に育てて
いくには、市町村の考えを加えることが重要と考える。

・課題① 地区拠点の示し方

県マスには、地区拠点を「点」で示すこととし、具体的なエリアについては、
市町村が決定し、市町村マスタープラン等で明示することとする。

・都市計画区域外においては、分析結果から地区拠点に求められる機能
を満たす地区と満たさない地区の差が大きい。
・特に中山間地域は、都市機能等の集約化が馴染まない地区も存在する。
・都市計画区域外は全区域一律に地区拠点を設定するのではなく、都市
計画的の考え（集約化）に基づく地区とそれ以外の地区（既存生活機能の
維持）に分けて検討する必要がある。

・課題② 都市計画区域外における地区拠点の位置づけ
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３. 都市計画制度適用検討区域の
検討
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３．都市計画制度適用検討区域の検討

都市計画制度適用検討区域
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・人々の活動の広域化等により、都市計画区域外の開発が進んでおり、特
に本県では別荘地、IC周辺、比較的市街地に近い農地などで、こうした傾
向がみられる。
・このため現行ＭＰでは、土地利用規制が相対的に緩く、地形が比較的平
坦な地域を対象に、開発行為、建築行為等の動向に注視し、必要に応じ
て都市計画区域の指定・拡大又は準都市計画区域の指定など都市計画
制度の適用を検討することとしている。

・都市計画制度適用検討区域とは（現行MPより）

【都市計画制度適用
検討区域（現行ＭＰ）】

（中西部・南部） （富士・東部）

北杜市

甲斐市、韮崎市

山梨市

中部横断自動車道IC周辺

鳴沢村

富士河口湖町

：都市計画制度適用検討区域



３．都市計画制度適用検討区域の検討

都市計画区域外の状況
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・人口密度は都市計画区域内に比べて相対的に低いが、甲斐市、北杜市
、山梨市、身延町、南部町、鳴沢村では、人口密度のやや高い地域もみら
れる。

・人口密度

【人口密度（平成27年）】

資料：平成27年国勢調査



３．都市計画制度適用検討区域の検討

都市計画区域外の状況
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・人口密度

資料：平成27年国勢調査

【人口密度（平成27年）】
（甲斐市、北杜市） （身延町、南部町、鳴沢村）

（山梨市）
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・近年の人口増減数は、増減が混在しているものの、甲斐市、北杜市、身
延町、鳴沢村の都市計画区域外では増加している地域もみられる。

・人口増減

【人口増減数（平成27-22年）】

資料：平成22、27年国勢調査

３．都市計画制度適用検討区域の検討

都市計画区域外の状況
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・人口増減
【人口増減数（平成27-22年）】

資料：平成27年国勢調査

（甲斐市、北杜市） （身延町、南部町、鳴沢村）

資料：平成22、27年国勢調査

３．都市計画制度適用検討区域の検討

都市計画区域外の状況
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（山梨市）
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・参考 人口増減率

【人口増減率（平成27/22年）】

資料：平成22、27年国勢調査

３．都市計画制度適用検討区域の検討

都市計画区域外の状況
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・人口増減率
【人口増減率（平成27/22年）】

（甲斐市、北杜市） （身延町、南部町、鳴沢村）

資料：平成22、27年国勢調査

３．都市計画制度適用検討区域の検討

都市計画区域外の状況

（山梨市）
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・都市計画区域外で、人口密度のやや高い地域や人口増加が進んでいる
地域は、土地利用規制が相対的に緩いいわゆる「白地地域」が多い。

・土地利用規制

【土地利用規制】

資料：国土数値情報

３．都市計画制度適用検討区域の検討

都市計画区域外の状況
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・現在、都市計画区域外においても中部横断自動車道、新山梨環状道路（
北部区間）の事業が進められており、そのＩＣ周辺は交通利便性向上に伴
い、開発圧力が高まることが予測される。

・道路整備

【高速道路整備予定】

３．都市計画制度適用検討区域の検討

都市計画区域外の状況



３．都市計画制度適用検討区域の検討

都市計画制度適用検討区域の見直し
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・人口増加の状況や土地利用規制、道路整備予定を勘案すると、甲斐市、
韮崎市、山梨市、北杜市、中部横断自動車道IC周辺、鳴沢村では、引き
続き都市計画制度の適用を検討していく必要がある。

・都市計画制度適用検討区域の見直し

【都市計画制度適用検討区域】

北杜市

甲斐市、韮崎市

山梨市

中部横断自動車道IC周辺

鳴沢村

：都市計画制度適用検討区域



４. 都市計画制度適用検討区域の
地区拠点

23



４．都市計画制度適用検討区域の地区拠点

都市計画制度適用検討区域内の地区拠点候補
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・都市計画制度適用検討区
域内で地区拠点に求めら
れる機能を一定程度満た
す地区は以下の13地区。
・今後、都市計画区域外の
拠点のカテゴリ区分の検
討や、その中で地区拠点
として設定していく地区を
市町村と調整していく。

・都市計画制度適用検討区域内の地区拠点候補
【都市計画制度適用検討区域内の地区拠点候補】

【都市計画制度適用検討区域内の地区拠点候補】

市町村名 箇所数

山梨市 1

北杜市 7

市川三郷町 1

身延町 1

南部村 2

鳴沢村 1

計 13


